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　柳津町（やないづまち）は福島県会津地方、「奥会津」と呼ばれる
地域の入り口に位置します。只見川やＪＲ只見線の通る人口約2,800
人の町で、その面積のほとんどを森林が占めています。

　町のシンボルは「福満虚空藏菩薩圓藏寺」と「赤べこ」。
　約1,200年の歴史を誇り、毎年１月７日に「七日堂裸詣り」が盛大
に開催される圓藏寺は、その昔、災害により大きな被害を受けまし
た。このとき現れ、再建を手伝ったとされるのが「赤べこ」。全国で
も有名な赤べこは、柳津町が伝説発祥の地とされています。

　そんな柳津町も人口減少や少子高齢化が急速に進み、様々な課題
を抱えています。町では、地域住民と親睦を図りながら、共に地域
活性に取り組んでいただける方を求めています。

柳津町ってどんな町？
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　「地域おこし協力隊」とは、都市地域から過疎地域等への条件不利
地域に移住し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の活
動、農林業への従事、地域住民への支援などの「地域協力活動」を
行いながら、その地域への定住・定着を図る制度です。
　隊員は自治体の委嘱を受け、最大で３年間の任期で活動します。
　
　柳津町では、これまで累計２１名の隊員を委嘱し、令和８年１月
１日現在８名の隊員がそれぞれの分野で活動しています。

　現在活動中の隊員の様子を一部ご紹介します！
　隊員が毎月活動報告を投稿している「note」も
こちらの二次元コードからぜひご覧ください！

地域おこし協力隊って？

それぞれの活動分野で

町に貢献したり…
地域の取り組みを

一緒に応援したり！

check!
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　次に掲げるすべての事項を満たすことが応募要件です。　

１）任期期間中に関係者と連携を図りながら業務に取り組み、
　　柳津町に定住する意欲のある方
２）地域住民とともに積極的に活動ができる方
３）下記のア、イのいずれか及びウの要件を満たす方
　ア 条件不利地域（※1）を除く、三大都市圏内の都市地域（※2）
　　もしくは指定都市、三大都市圏外の都市地域もしくは指定都市
　　にお住まいの方
　　  ※三大都市圏内・外の一部条件不利地域、指定都市も条件により該当します。

　イ これまで、他の地域において地域おこし協力隊員として２年
　　以上の経験があり、かつ解嘱から１ 年以内である方
　ウ 採用決定後は柳津町に住民票および生活の拠点を移すことがで
　　きる方（家族との居住も可）
４）職務経験又は社会活動等の経験がある方
５）地域活性化に意欲があり、地域住民とともに積極的に活動がで
　　きる方
６）心身ともに健康である方
７）普通自動車運転免許を有し、日常的な運転に支障のない方
８）パソコンの基本操作（ワード、エクセル、パワーポイント等）
　　ができるほか、ホームページの開設やＳＮＳ等の活用に意欲的
　　に取り組むことができる方
９）活動終了時に起業又は就業して柳津町に定住する意欲のある方
10）地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格条件に該当し
　　ない方
11）国・都道府県・市町村の各種税金、国民健康保険料、国民年金
　　等の滞納がない方
12）自家用車を所有しているか、所有予定の方

どんな人が応募できる？

4



（※1）条件不利地域とは、次の①～⑦のいずれかの対象地域・指定地域を有する
　　市町村を指します。
　　①過疎地域自立促進特別措置法（みなし過疎、一部過疎を含む） 
　　②山村振興法
　　③離島振興法
　　④半島振興法
　　⑤奄美群島振興開発特別措置法
　　⑥小笠原諸島振興開発特別措置法
　　⑦沖縄振興特別措置法
（※2）三大都市圏内の都市地域とは埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、
　　愛知県、三重県、 京都府、大阪府、兵庫県および奈良県の区域全部を指します。
　　ただし、2005 年から 2015 年の人口減少率が 11％ 以上の市町村については、
　　三大都市圏外として取り扱います。

　着任日は合格者と調整のうえ決定し、年度単位での委嘱となりま
す。委嘱の期間は最長３年間とします。
　ただし、隊員として相応しくないと判断した場合は、 委嘱期間中
であっても委嘱を取り消す場合があります。

任用期間

　協力隊の活動に使用するための活動経費を用意しています。
　物品購入費、研修参加費等のほか、以下のように活用します。
　・住宅備品…町営住宅への入居となる場合に、照明機器、浴槽、
　　　ガス台等の基本的設備のほか、任期中の家賃は活動経費から
　　　負担します。
　　　ただし、食費、光熱費、町内会費等は個人負担となります。
　・車両…活動に使用する車両は、必要に応じて活動経費を使用
　　　して用意します。

活動経費の取扱い
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　次に掲げる提出書類をお送りください。提出方法は、右下の二次
元コードからアクセスできる応募フォームへの添付または簡易書留
による郵送のいずれかとします。

◆提出書類
①所定の様式による応募申込書（Ａ４版）
②所定の様式による履歴書（Ａ３版）
③住民票の原本
④自動車運転免許証の写しおよび各種資格証の写し
※①、②は町ホームページ（応募フォーム内リンクからアクセス可）
　より様式を取得し、フォームで送る際はPDF化してください。
※③、④をフォームから送る場合は、記載事項がはっきりと確認
　できるよう原本をスキャンまたは撮影して添付してください。

◆郵送の場合の提出先
〒９６９ー７２０１　福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４
柳津町役場 みらい創生課　地域おこし協力隊採用担当　宛

◆応募締め切り
令和８年７月３１日（金）必着
応募順に選考するため、早期に募集終了となる場合があります。
最新の募集情報は町ホームページ等からご確認ください。

◆採用スケジュール（目安）
次の表は目安です。実際は応募者との調整のうえ決定します。

応募方法等

応募時期 ｵﾝﾗｲﾝ面談 面接審査 合否通知 着任

～５月末 ６月上旬 ６月末 ７月上旬 ８月頃

～７月末 ８月上旬 ８月末 ９月上旬 １０月頃

応募フォームはこちら
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　現在募集中のプロジェクトは次の通りです。詳細は次ページ以降
をご確認ください。

※令和７年度時点の担当者を記載しています。
　担当者は人事異動等に伴い変更となる場合があります。

募集プロジェクト

事業名 人数 担当部署 担当者

里山を守る！
半林×半猟のライフスタイルを
追求する森林ハンター育成事業

1名

地域振興課
農林振興係

佐藤
田部

柳津町の木を活かす！
木工作家育成事業

1名

地域アートまちづくり事業 1名
教育課
美術館係

佐藤
伊藤
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◆身分
　個人事業主（町との委託契約）
◆活動時間・日数
　雇用ではないため、自由です
　ミッション遂行に必要なスケジュールを自ら組む必要があります
◆報酬・手当
　雇用ではないため、報酬としての支払いはありません
　委託契約に基づき、委託料として支払います
　金額は着任時期によります

勤務条件等

里山を守る！
半林×半猟のライフスタイルを追求する森林ハンター育成事業


地域振興課 農林振興係（担当：佐藤・田部）
 tel：0241-42-2116　mail：nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp

この事業に関する問い合わせ先
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◆身分
　個人事業主（町との委託契約）
◆活動時間・日数
　雇用ではないため、自由です
　ミッション遂行に必要なスケジュールを自ら組む必要があります
◆報酬・手当
　雇用ではないため、報酬としての支払いはありません
　委託契約に基づき、委託料として支払います
　金額は着任時期によります

勤務条件等

柳津町の木を活かす！木工作家育成事業


地域振興課 農林振興係（担当：佐藤・田部）
 tel：0241-42-2116　mail：nourin-shinkou@town.yanaizu.fukushima.jp

この事業に関する問い合わせ先
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◆身分
　柳津町の第１号会計年度任用職員
◆活動時間・日数（原則）
　１日７時間（９時１５分～１７時１５分　休憩１時間）
　月あたり２１日以内（土・日・祝日の勤務あり）
◆報酬・手当（令和８年４月時点　制度改正に伴い変更の場合あり）
　報酬日額１０，５２０円（前月１か月分を翌月支給）
　６月、１２月にそれぞれ賞与（期末・勤勉手当）を支給
　※通勤距離に応じ通勤手当を支給

勤務条件等

地域アートまちづくり事業


教育課 美術館係（担当：佐藤・伊藤）
 tel：0241-42-3630　mail：bijutsu@town.yanaizu.fukushima.jp

この事業に関する問い合わせ先
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◆作成・編集
柳津町役場　みらい創生課  みらい創生係
tel：0241-42-2447　mail：mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp
HP：https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/ 
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	募集プロジェクト
	　現在募集中のプロジェクトは次の通りです。詳細は次ページ以降をご確認ください。
	※令和７年度時点の担当者を記載しています。 　担当者は人事異動等に伴い変更となる場合があります。
	事業名
	人数
	担当部署
	担当者
	里山を守る！ 半林×半猟のライフスタイルを 追求する森林ハンター育成事業
	1名
	地域振興課 農林振興係
	佐藤 田部
	柳津町の木を活かす！ 木工作家育成事業
	1名
	地域アートまちづくり事業
	1名
	教育課 美術館係
	佐藤 伊藤


	受付を終了しました
	里山を守る！ 半林×半猟のライフスタイルを追求する森林ハンター育成事業

	勤務条件等
	◆身分 　個人事業主（町との委託契約） ◆活動時間・日数 　雇用ではないため、自由です 　ミッション遂行に必要なスケジュールを自ら組む必要があります ◆報酬・手当 　雇用ではないため、報酬としての支払いはありません 　委託契約に基づき、委託料として支払います 　金額は着任時期によります
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